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３．介護等体験

本学の「介護等体験」は，全学教職センター組織の中に「介護等体験専門委員会」を置

き，センター専任教員が委員長となってその運営にあたっている。委員会は介護等体験実

施の対象学生が所属する教育学部・人文社会科学部・理学部の３学部それぞれから選出さ

れた委員各２名と，上記のセンター専任教員（委員長）計７名によって構成される。なお，

農学部，工学部では高等学校（理科，農業，工業）教員免許状を取得できるが，「介護等

体験」は必要としないので，委員を選出していない。

「介護等体験」は教育学部では２年次に，人文社会科学部・理学部では３年次に設定し

ているが，その前年度12月から具体的な準備に入り，実施年度の２月末頃までを１つのサ

イクルとして運営していくことになる。今年度の実施状況は以下の通りであった。

【平成30年度】

・12月14日（月） 介護等体験専門委員会開催

・１月16日（水） 介護等体験オリエンテーション（教育学部学校教育教員養成課程）

・ 23日（水） 〃 （教育学部養護教諭養成課程，情報

文化課程，人間環境教育課程，人文社会科学部，理学部）

・２月13日（水），20日（水） 介護等体験事前指導

【平成31／令和元年度】

・社会福祉施設体験は４半期（Ａ群：６月，Ｂ群：７～９月，Ｃ群：10～12月，Ｄ群：

１～２月）に分かれて，特別支援学校体験は２期（前記：６～７月・９月，後期：11

月～１月）に分かれて，実施する。それぞれの期における学生個々の体験先施設，学

校が決定した段階で，直前の指導を行った（教育学部教育実習委員会による）。

・実施人数は以下の通りであった。

○社会福祉施設体験

期（群） 人文 教育 理 計

Ａ ４ ７２ １８ ９４

Ｂ ５ ７２ １１ ８８

Ｃ １ ６８ ５ ７４

Ｄ ０ ４３ ０ ４３

計 １０ ２５５ ３４ ２９９

○特別支援学校体験

期 人文 教育 理 計

前期 ０ １１１ ５ １１６

後期 １０ １４１ ２８ １８３

計 １０ ２５２ ３３ ２９５
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・前掲の表で，社会福祉施設体験と特別支援学校体験の間で実施人数に違いがあるのは，

体験の取止めがあったためである。社会福祉施設体験で３件（名），特別支援学校体

験で７件（名）であった。主な理由は，本人の希望・事情（家庭事情，進路変更等）

によるものであるが，直前指導を無断で欠席したために取り止めの措置となった学生

が３名，体験自体を無断で欠席した者が１名あり，残念であった。

【令和２年度実施に向けて】

・12月13日（金） 介護等体験専門委員会開催

・１月15日（水） 介護等体験オリエンテーション（教育学部学校教育教員養成課程）

・ 22日（水） 〃 （教育学部養護教諭養成課程，人文

社会科学部，理学部）

社会福祉協議会担当者講話 資料ビデオ（ＤＶＤ）視聴

・２月13日（木），19日（水） 介護等体験事前指導

事前指導については，本年度から教職課程の新カリキュラムにおいて必修となった「特

別な支援を必要とする子どもの理解と支援」が１年次向けに開講されたため，この授業の

履修をもって事前指導における「講義」を兼ねることとした。ただし，同授業において学

修成果（成績）が不十分と判断された学生については，「補習」の時間を設けた。

一方，人文社会科学部・理学部で次年度に介護等体験を行う学生は２年次であるため，

上記授業は履修できない。このため，上記２学部の学生に対しては，昨年度に行った事前

指導の VTR を用いた「ビデオ講義」として実施した。教育学部の「補習」対象者もここ
に参加させ，追加の学修の機会とした。

そして，車椅子の操作（介助）を中心とする体験活動を，学部（人・理），課程・コー

ス・選修（教育）ごとに分かれての体験活動を行った。この方法では，学生の所属単位ご

とに担当する教員がその体験活動に立ち会い，安全に留意するとともに，態度面や行動面

での指導をより密接な形で行うことができた。

多くの学生が体験に真摯に取り組み，その意義を感じて，その後の学修一般や教員を目

指す上での心構えの形成に生かそうとしている姿が見られる。今後も各学部の担当者（専

門委員会委員を中心とする）との話し合いを重ねながら，施設・学校，学生・大学の両者

にとって意義深い体験となるよう，運営に取り組んでいきたい。


